
２０２０年７月３日 

事 業 主 各 位 

 （一社）茂原労働基準協会 

安全管理者選任時研修のご案内 

 

 本研修は、労働安全衛生法第 11条及び同規則第 5条において、常時 50人以上の労働者を使用する 

一定の事業場において選任が義務付けられている「安全管理者」育成のための研修となります。 

貴事業所の安全活動定着化及び安全管理者としての必要な知識や指導力習得のため、是非この機会に 

受講いただきたくご案内申し上げます。    

                                             記 

 

１．日  時   ８月６日（木）９:００～１６:１０、７日（金）９：００～１２：３０の２日研修 

（８時５０分 時間厳守にて「別館ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｻﾞ３階ロビー」にご集合願います） 

 

２．場  所   ホテル一宮シーサイドオーツカ 別館ｱﾙﾌｧﾌﾟﾗｻﾞ３階ｾﾐﾅｰ室 

                〒299-4301 千葉県長生郡一宮町一宮 10000番地 

ＴEL：0475-42-6411 (代)  FAX：0475-42-6530 

 

３．研修内容  

（１） １日目： 関係法令(１．５時間)、安全管理(３時間)、安全教育(１．５時間)、 

（２） ２日目： 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等(３時間) 

【留意事項】 

・受講者は第二駐車場を使用願います。（本館付近の駐車場は宿泊者優先） 

・入館時は手指消毒・体温測定を実施し、研修中はマスク着用となります。 

・研修施設の館内は飲食禁止（水分補給用ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ持込可）、禁煙（喫煙場所：１階屋外）となります。 

・持参品：受講票（受講決定者へ後日返送）、筆記用具、マスク 

 

４．申込方法  【期限：７月２０日 定員３０名】 

（１） 本紙裏面の申込書に必要事項を記入のうえ、協会宛ＦＡＸ（または郵送）にてお申し込みください。 

ＦＡＸ 0475-36-2121 

（２） 受講料   １４,８５０円 

＜受講料 13,200円(消費税 1,200円含む)＋テキスト代 1,650円(消費税 150円含む)＞ 

※受講料は、申込期限の７月２０日までに下記口座へお振込みください。 

「千葉銀行 茂原支店 普通預金口座 １３２７６４５ 

   一般社団法人茂原労働基準協会 事務局長 吉野仁美」 

（３） 研修当日欠席の場合、受講料の返却は致しませんので予めご了承願います。 

（４） 募集締め切り後、受講決定者には受講票を返送いたします。 

 

５．お問合せ先  （一社）茂原労働基準協会  

〒297-0026 千葉県茂原市茂原６４４-1 ＴＥＬ＆ＦＡＸ 0475-36-2121 

 

以上 


